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お
知
ら
せ

　

昨
年
八
月
二
五
日
か
ら
住
民
基
本
台
帳

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
本
格
稼
動
し
た
こ
と
に
伴

い
、
申
請
に
よ
り
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
五

〇
〇
円
）
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
お
持
ち
に
な
る
と

以
下
の
点
が
便
利
で
す
。

も
う
お
持
ち
で
す
か 
！

住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド

住
民
票
の
広
域
交
付

　

全
国
ど
こ
の
市
区
町
村
で
も
住
基
ネ
ッ
ト

カ
ー
ド
を
窓
口
で
提
示
す
る
こ
と
で
、
本
人

や
世
帯
の
住
民
票
の
写
し
（
戸
籍
の
表
示
を

省
略
し
た
も
の
）
を
受
け
取
れ
ま
す
。

※
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
で
も
受
け

取
り
が
で
き
ま
す
。

転
入
・
転
出
届
の
簡
素
化

　

住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い

る
人
は
、
一
定
の
事
項
を
記
入
し
た
転
出
届

を
郵
送
で
行
い
、
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
を

引
っ
越
し
先
の
市
区
町
村
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
窓
口
に
行
く
こ
と
が
転
入
時
の
一
回
で

済
み
ま
す
。

身

分

証

明

　

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
等
、
顔
写
真

付
き
の
公
的
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い

場
合
、
顔
写
真
付
き
の
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド

が
公
的
身
分
証
明
書
に
な
り
ま
す
。

申

請

方

法

　

平
日
九
時
〜
一
六
時
三
〇
分
ま
で
の
間

に
、
①
印
鑑
、
②
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
等
、
顔
写
真
付
き
の
公
的
身
分
証
明
書
、

③
横
三
・
五
�
×
縦
四
・
五
�
の
写
真
一
枚

（
写
真
付
き
を
ご
希
望
の
場
合
）、
④
委
任

状
（
本
人
以
外
が
申
請
す
る
場
合
の
み
）
を

持
っ
て
町
民
課
へ
。

※
た
だ
し
、
代
理
申
請
の
場
合
、
ま
た
は
、

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
等
、
顔
写
真

付
き
の
公
的
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な

い
場
合
は
、
申
請
日
で
の
即
日
発
行
は
で

き
ま
せ
ん
（
後
日
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
を

お
渡
し
し
ま
す
）。

問
合
せ　

町
民
課

　

�
内
線
二
一
一
・
二
一
二
・
二
一
五

公共工事のお知らせ
請　負　者竣工期限施　工　場　所工 事 種 別

（株）葉山工務店
　　葉山営業所

平成１６年
３月２９日

森戸海岸
衛生施設（公衆ト
イレ）建設工事

相馬建設（株）
平成１６年
３月２９日

葉桜緑地法面法 面 保 護 工 事

（株）山一施工
平成１６年
３月２９日

長柄：長柄交差点付
近の町道

下 水 道 工 事
（管路敷設工事）

（株）葉山緑化土木
平成１６年
３月２９日

長柄：川下橋付近の
町道他４箇所

下 水 道 工 事
（管路敷設工事）

（株）鈴京土木
平成１６年
３月２９日

沢田児童遊園・一色
台中央公園・菖蒲沢
公園・つつじヶ丘児
童遊園・鐙摺児童遊
園・ケヤキ公園・山
ゆり公園・プラタナ
ス公園

遊 具 設 置 工 事

　

冬
は
特
に
、
血
液
が
不
足
す
る
季
節

で
す
。
冬
場
か
ら
春
先
に
か
け
て
は
、

風
邪
な
ど
で
体
調
を
崩
す
人
が
多
い
こ

と
や
、
学
校
や
企
業
、
団
体
な
ど
の
協

力
が
得
ら
れ
に
く
く
献
血
者
が
減
少
す

る
季
節
で
す
。
輸
血
用
血
液
の
安
定
確

保
の
た
め
に
、
一
月
〜
二
月
の
献
血
に

一
人
で
も
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
日
本
赤
十
字
社

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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2月1日～7日は「生活習慣病予防週間」です
　肥満や糖尿病、がんなどの生活習慣病の患者数が年々増加してい
ます。生活習慣病を予防するには、バランスのとれた食事や適度な
運動、十分な休養といった健康的な生活が第一歩です。
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確定申告書は、
自分で書いてお早めに

～鎌倉税務署からのお知らせ～
　

税
務
署
窓
口
で
の
相
談
及
び
申
告
書
の
受

付
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

所
得
税

　

二
月
十
六
日（
月
）〜
三
月
十
五
日（
月
）

消
費
税（
個
人
事
業
者
）

　

三
月
三
一
日（
水
）ま
で

贈
与
税

　

二
月
二
日（
月
）〜
三
月
十
五
日（
月
）

※
通
常
は
、
閉
庁
日
の
二
月
二
二
日
（
日
）・

二
月
二
九
日
（
日
）
に
限
り
、
税
務
署
で

確
定
申
告
の
相
談
及
び
申
告
書
の
受
付
を

行
い
ま
す
。

※
所
得
税
の
還
付
申
告
は
、
期
間
前
で
も
申

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
還

付
金
を
早
く
受
け
取
る
た
め
に
は
早
め
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
郵
送
又
は
税
務
署
の
時
間
外
収

受
箱
に
投
函
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
で
き

ま
す
。

申
告
書
の
提
出
は
、

　

鎌
倉
駅
で
も
受
け
付
け
ま
す

JR
　

Ｊ
Ｒ
鎌
倉
駅
構
内
（
西
口
改
札
内
）
に
確

定
申
告
書
「
臨
時
提
出
所
」
を
設
置
し
ま
す
。

日
時　

二
月
十
六
日（
月
）〜
三
月
十
五
日

（
月
）九
時
〜
十
二
時
（
土
・
日
を
除
く
）

※
相
談
等
は
行
い
ま
せ
ん
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
所
得
税
の
確

定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
（
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
）
し
た
申
告
書
は
、
税
務
署
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

　

鎌
倉
税
務
署
の
駐
車
場
は
四
月
上
旬
ま
で

利
用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
会
場
等
へ
の
車

で
の
来
場
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一

　

内
線
二
一
一
〜
二
一
三

内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.cao.go.jp/

オ　　ホ　　ー　　ツ　　ク　　海�

択捉島�

国後島�

色丹島�

歯舞群島�

根室�

網走�

釧路�

旭川�

稚内�

４４°�

４６°�

北方領土�

北 　海 　道�

１４２°�

１４４°�
１４６°� １４８°�

　

北
海
道
の
北
東
洋
上
に
連
な
る 
歯  
舞 
群

は
ぼ 

ま
い

島
、 
色  
丹 
島
、 
国  
後 
島
及
び 
択  
捉 
島
の
北
方

し
こ 
た
ん 

く
な 
し
り 

え
と 
ろ
ふ

領
土
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
一
度
も
外
国
の

領
土
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
わ
が
国
固
有
の

領
土
で
あ
り
、
ま
た
、
国
際
的
諸
取
決
め
か

ら
み
て
も
、
わ
が
国
に
帰
属
す
べ
き
領
土
で

あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

二
月
は
、
北
方
領
土
返
還
運
動
全
国
強
調

月
間
で
す
。
皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
北
方
領

土
に
目
を
向
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

一
日
も
早
い

返
還
を
め
ざ
し
て
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ら
せ

　

い
じ
め
、
体
罰
、
児
童
虐
待
な

ど
、
子
ど
も
の
人
権
問
題
が
大
き

な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
が
心
の
豊
か
さ
や
ゆ
と
り

を
大
切
に
し
な
が
ら
、
社
会
の
中

で
健
や
か
に
成
長
し
て
い
く
た
め

に
は
、
子
ど
も
も
一
個
人
と
し
て

最
大
限
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
ま
ず
は

大
人
自
身
が
自
覚
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
の
未
来
を

担
う
子
ど
も
た
ち
の
人
権
に
つ
い

て
、
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

複
雑
化
す
る
子
ど
も
の
人
権
侵
害

　

い
じ
め
や
体
罰
、
児
童
虐
待
…
…
こ
う
し

た
子
ど
も
の
人
権
問
題
は
、
多
く
の
場
合
、

周
囲
の
目
に
つ
き
に
く
い
と
こ
ろ
で
起
こ
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
被
害
者
で
あ
る
子
ど
も
自
身
も
、

そ
の
被
害
を
外
部
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
り
、
身
近
な
人
に
話
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
り
す
る
た
め
、
重
大
な
結
果
に
い

た
っ
て
初
め
て
気
づ
く
と
い
う
例
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

《
い
じ
め
》

　

最
近
の
子
ど
も
の
い
じ
め
は
、
子
ど
も
が

考
え
た
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
陰
湿
で
深
刻

な
も
の
が
多
く
、
そ
の
態
様
も
次
第
に
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
い
じ
め
は
重
大
な

人
権
侵
害
で
す
。
い
じ
め
が
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
で
、
大
き
な
苦
痛
と
な
り
、
回
復
し
が

た
い
傷
と
も
な
り
ま
す
。

《
体　

罰
》

　

体
罰
は
、
い
じ
め
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た

り
、
校
内
で
の
暴
力
容
認
の
雰
囲
気
を
つ
く

り
出
し
た
り
す
る
な
ど
、
児
童
・
生
徒
の
い

じ
め
や
不
登
校
を
誘
発
・
助
長
す
る
要
因
に

な
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
員
に
よ

る
体
罰
は
、
学
校
教
育
法
で
明
確
に
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

《
児
童
虐
待
》

　

助
け
を
求
め
る
こ
と
を
意
思
表
示
で
き
な

い
よ
う
な
幼
児
や
児
童
を
、
親
な
ど
が
虐
待

す
る
事
件
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
虐
待
は
、

大
人
が
そ
の
権
力
を
乱
用
し
た
、
子
ど
も
へ

の
人
権
侵
害
で
す
。

ま
ず
は
大
人
自
身
の
意
識
改
革
を

　

少
子
高
齢
化
や
高
度
情
報
化
な
ど
に
よ
る

社
会
環
境
の
変
化
は
、
子
ど
も
に
さ
ま
ざ
ま

な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
特
に
、
日
常
生

活
に
お
け
る
体
験
や
人
と
の
か
か
わ
り
あ
い

な
ど
の
不
足
が
、
子
ど
も
の
社
会
性
や
思
い

や
り
の
心
を
育
ち
に
く
く
し
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
受
験
に
よ
る
ス
ト

レ
ス
や
、
情
報
の
は
ん
ら
ん
な
ど
の
社
会
風

潮
も
、
子
ど
も
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
し
て

い
ま
す
。

　

他
人
に
対
す
る
思
い
や
り
や
命
の
大
切
さ

は
、
大
人
が
身
を
も
っ
て
子
ど
も
に
教
え
る

も
の
で
す
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
ま
ず
は
大
人
自
身
か
ら
意
識
改
革

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
気
づ
い
た
ら

　

全
国
の
法
務
局
・
地
方
法
務
局
に
設
置
さ

れ
た
人
権
相
談
所
や
専
用
相
談
電
話
「
子
ど

も
の
人
権
一
一
〇
番
」
で
は
、
子
ど
も
か
ら

だ
け
で
な
く
大
人
か
ら
も
、
子
ど
も
の
人
権

に
関
す
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
、
内
容
に
つ
い
て
の
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
。
子
ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
気
づ
い
た

ら
、
近
く
の
法
務
局
の
人
権
相
談
所
な
ど
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
か
な
か
実
態
が
つ
か
み
に
く
い
子
ど
も

の
人
権
問
題
。
子
ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
早
め
に

気
づ
く
た
め
に
も
、
日
ご
ろ
か
ら
子
ど
も
と

会
話
を
交
わ
す
な
ど
、
不
安
な
く
話
の
で
き

る
関
係
を
築
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
合
せ

　

横
浜
地
方
法
務
局
子
ど
も
人
権
一
一
〇
番

　

�
〇
四
五－

二
一
二－

四
三
六
五
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　公職選挙法の一部が改正され、新た

に「期日前投票制度」が創設されまし

た。この制度により、従来の不在者投

票のように、投票用紙を封筒に入れて、

それに署名するといった手続きが不要

となり、投票がしやすくなります。

対象となる投票

　名簿登録地の市区町村で行う投票

投票期間

　選挙期日の公示日または告示日の翌

日から選挙期日の前日まで

投票時間

　午前８時３０分から午後８時まで

投票を行うことができる者

　選挙期日に、仕事やレジャー、冠婚

葬祭等の用務があるなど一定の事由

（現行の不在者投票事由）に該当す

ると見込まれるもの。

※病院･老人ホーム等の指定施設、船

舶及び他の市町村選挙管理委員会で

行うものについては引き続き従来ど

おりの「不在者投票制度」となりま

すのでご注意ください。

投票手続

　基本的に投票所における手続きと同

じです。

問合せ　町選挙管理委員会

　�内線２６０

不在者投票制度が簡素化されました

投票箱に直接投票できる期日前投票制度

みんなで選挙
みんなで投票

従
来
の
不
在
者
投
票�
期
日
前
投
票�

記載場所で�
投票用紙に記載� 投票用紙を�

内封筒へ�
外封筒へ入れ�
選挙人が署名�

不在者投票管理者へ�
提出し、外封筒に�
立会人が署名�

投票管理者が、�
受理を決定した�
ものを開封�

期日前投票所で�
投票用紙に記載�

選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ�

手続きが簡素化され投票がスムーズに�

立
会
人�

内
封
筒�

選挙�
不在者投票�
（外封筒）�

投票者�

選挙�
不在者投票�
（外封筒）�

投票者�

開票所へ�

投票管理者が�
投票箱へ�

投票箱�

　

平
成
十
五
年
度
の
永
年
勤
続
者
・
技
能
功

労
者
・
優
秀
技
能
者
・
優
良
小
売
店
舗
の
表

彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

被
表
彰
者
（
順
不
同
、
敬
称
略
）

永
年
勤
続
者

　

鈴
木　
　

勝　

株
式
会
社
二
期
リ
ゾ
ー
ト

技
能
功
労
者

　

横
尾　

義
治　

横
尾
建
築

　

根
岸　
　

孝　

葉
山
曳
工
組

　

鈴
木　

康
弘　

鈴
木
塗
装

優
秀
技
能
者

　

小
山　

洋
志　

ゴ
ン
チ
ャ
レ
ン
コ

　

守
谷　

健
二　

守
谷
理
容
館

　

橋
本　

宗
茂　

有
限
会
社
ブ
レ
ド
ー
ル

　

根
岸　
　

誠　

根
岸
塗
装
店

　

石
渡　
　

晃　

石
渡
表
具
店

優
良
小
売
店
舗

　

ビ
ス
ト
ロ
・
メ
ナ
ー
ジ
ュ　

南
仏
無
国
籍
料
理

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



